
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　 　    令和８年３月９日 

関東管区警察局茨城県情報通信部 

 

 

少額調達案件の見積依頼書(オープンカウンター方式)について 

 

 

１　見積合わせに付する事項 

　(1) 件 名　倉庫保管及び荷役作業委託   

　(2) 契 約 期 間　令和８年４月１日から令和９年３月31日   

　(3) 履 行 内 容　仕様書のとおり 

　　　　　　　　　 

 

２　見積合わせに参加する者に必要な競争参加資格 

　(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 

　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい 

　　る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

  (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

  (3) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

  (4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者

    として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

　 

３　仕様書及び契約書（案）の交付を行う場所及び日時 

(1) 場所　〒３１０－８５５０ 

茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

            関東管区警察局茨城県情報通信部　通信庶務課 

(2) 日時　本公示の日から見積書提出期限まで 

 

４　見積書提出場所及び提出期限 

　(1) 提出場所　〒３１０－８５５０ 

 茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

           　　 関東管区警察局茨城県情報通信部　通信庶務課 

  (2) 提出期限　令和８年３月19日（木）17時15分 

 

５　見積書の作成及び提出方法 

(1) 見積書の様式については別添１によるものとし、見積書作成年月日、見積金額(消費税込

み)、住所、社名、代表者名、連絡先を記載の上、押印すること。なお、事務担当者名及び 

担当者連絡先を記載することで、押印を省略することができる。 

また、自社の様式を使用する場合については、別添１の内容を満たすものを作成し、宛名、

件名等に抜けがないこと。 

(2) 見積金額には、仕様書記載の年間予定数量分の作業（現保管場所からの搬出・搬入作業を

含む）の履行に要する一切の諸経費を含めた総価(消費税込み)を記載すること。当該金額に

１円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額を記載すること。 

  (3) 見積書は、見積書の提出期限までに参加者又はその代理人が持参、若しくは郵送すること。

　見積書を押印省略で作成した場合は電子メールでの提出も可とする。(送付先アドレスは電

話にて問い合わせること｡) 

　　　なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。 

(4) 参加者は、その提出した見積書の引換、変更又は取消をすることができない。 

　 

６　見積書の無効 

  (1) 本見積依頼書に示した参加資格のない者及び参加者に求められる義務を履行しなかった者

　　の提出した見積書は、無効とする。 



  (2) 次の各号の一つに該当する見積書は、無効とする。 

　　ア　金額を訂正した見積書 

　  イ　誤字、脱字、脱漏、汚染、塗末等により意思表示が不明確な見積書 

    ウ　不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合と認められる見積書及び

　　　その疑いのある見積書   

    エ　同一の見積合わせについて、２通以上提出された見積書 

 

７ 見積合わせ 

 　見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積書 

 がないときは、当部が選定した者へ再度の見積りを依頼することができる。 

　 

８　契約書作成の要否及び契約の相手方の提出書類について 

　　契約の締結に当たっては、契約書の作成を要する。 

　　また、契約の相手方となった者は、速やかに見積内訳書を提出すること。 

 

９　契約の相手方について 

期日までに提出された有効な見積書のうち、当該参加者の見積価格が予決令第99条の５の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格を提示した事業者を契

約の相手方とする。 

 

10　その他 

　(1) 見積書の作成、提出等に係る費用は、すべて参加者が負担すること。 

  (2) 都合により見積合わせを取りやめることがある。 

  (3) 契約の相手方を決定するために、参加者に対し追加資料の提出を求める場合があるので、

　　これに従うこと。 

  (4) 契約手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

  (5) 支払については、発注者の検査に合格し、請求書を受領した日から30日以内に届け出の日

　　本銀行指定金融機関へ振り込む。 

  (6) 見積合わせの結果は、見積書提出者に対してのみ通知する。 

　(7) 令和８年度当初予算に係る契約締結は、令和８年度当初予算に当該経費が盛り込まれると

ともに、同予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 

 

11　問合せ先 

  (1) 契約に関すること　関東管区警察局茨城県情報通信部　通信庶務課　経理係 

　　　　　　　　　　　　電話番号  ０２９－３０１－０１１０ 

  (2) 仕様書に関すること　関東管区警察局茨城県情報通信部　通信庶務課　資材係 

電話番号  ０２９－３０１－０１１０ 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        別添１ 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

                     　見　　積　　書　 

 

 

                                                       令和　　年 　 月　　日 

 

  分任支出負担行為担当官 

  関東管区警察局茨城県情報通信部長　殿 

 

 

                                 住　　所 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名                          　 

 

                                 代表者名                      　　   

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　連 絡 先 

 

 　件名　倉庫保管及び荷役作業委託　 

 

 

 

  億 千 百 十 万 千 百 十 円

  金 

 

 

           　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税１０％を含む） 

            

 

 
 

                                    事務担当者名 

 

担当者連絡先 


